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2004 年１月に貸金業規制法が改正され、

登録審査要件の厳格化など貸金業者に対す

る規制が強化されました。 

さらに、2010 年６月には、参入規制を一

段と厳格化した改正貸金業法が完全施行さ

れたこと等により、貸金業登録業者数は減

少していますが、最近では、減少幅は鈍化

しています。（図） 

 

● 愛知県内の貸金業登録業者の推移（各年 3 月末業者数）（図） 

 

 

                              資料：金融庁・県中小企業金融課集計 

 

グ ラ フ で み て み よ う  

２５ 貸金業の状況はどうなっていますか。 

法改正等により登録業者数は減少しています。 


